
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

小中学校給食費減免事業（3か月分
減免）

①物価高騰の影響に直面する子育て世帯の経済的負担の
軽減を図るため、市立小中学校給食費の無償化による支
援を行う。
②補助金として、小中学校児童生徒給食費3か月分（R7.4
～R7.6）の減免相当額（教職員等は除く）を給付する。
③小学校児童数590人
小学校低学年児童数190人×（給食費250円＋物価高騰分
45円）×給食実施55日＝3,082,750円
小学校中学年児童数195人×（給食費255円＋物価高騰分
45円）×給食実施55日＝3,217,500円
小学校高学年児童数205人×（給食費260円＋物価高騰分
45円）×給食実施55日＝3,438,875円
中学校生徒数315人×(給食費285円＋物価高騰分45円）
×給食実施55日＝5,717,250
物価高騰分については、令和5年と令和6年の差額により産
出
④児童・生徒の保護者

R7.4 R8.3

2

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

鳥羽市水道事業会計補助（2か月分
免除）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響よって、生
活等に影響が生じている消費者・事業者（公共施設を除く）
に対して、水道基本料金を免除することにより生活を支援
する。
②2か月分（R7.7～8使用分）の水道基本料金の免除分の
費用にかかる水道事業会計への繰出金のうち
③基本料金免除：家事用7,826件19,470千円、営業用766件
7,390千円、工業用12件535千円　　計27,395千円
システム改修（免除対応に係るプログラム修正）：605千円
合計28,000千円
④水道事業会計

R7.4 R8.3

3

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

鳥羽市水道事業会計補助（1か月分
免除）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響よって、生
活等に影響が生じている消費者・事業者（公共施設を除く）
に対して、水道基本料金を免除することにより生活を支援
する。
②1か月分（R7.9使用分）の水道基本料金の免除分の費用
にかかる水道事業会計への繰出金のうち
③基本料金免除：家事用7,826件9,235千円、営業用766件
3,695千円、工業用12件267千円　　計13,197千円
システム改修（免除対応に係るプログラム修正）：605千円
合計13,802千円
④水道事業会計

R7.4 R8.3
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